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田辺市地域福祉計画策定委員会                     2021/03/02 

第１回策定委員会 資料 

地域福祉計画の策定にあたって 

武庫川女子大学 松端克文 

１．「地域共生社会」の実現に向けて 

地域共生社会の実現に向けて 

 

 

 

 

 

   12月 地域共生社会推進検討会 最終とりまとめ 

令和2年 6月 「地域共生社会の実現のための社会福祉等の一部を改正する法律」公布 

（厚生労働省資料より） 
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２．社会福祉法における地域福祉および地域福祉計画に関する規定 

(地域福祉の推進) 

第４条 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を

行う者(以下「地域住民等」という。)は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域

住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる

分野の活動に参加する機会が確保されるように、地域福祉の推進に努めなければならな

い。 

２ 地域住民等は、地域福祉の推進に当たっては、福祉サービスを必要とする地域住民及び

その世帯が抱える福祉、介護、介護予防(要介護状態若しくは要支援状態となることの予

防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。)、保健医療、

住まい、就労及び教育に関する課題、福祉サービスを必要とする地域住民の地域社会から

の孤立その他の福祉サービスを必要とする地域住民が日常生活を営み、あらゆる分野の

活動に参加する機会が確保される上での各般の課題(以下「地域生活課題」という。)を把

握し、地域生活課題の解決に資する支援を行う関係機関(以下「支援関係機関」という。)

との連携等によりその解決を図るよう特に留意するものとする。 

 

 

（市町村地域福祉計画） 

第 107 条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定め

る計画（以下「市町村地域福祉計画」という。）を策定するよう努めるものとする。 

一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して

取り組むべき事項 

二 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

三 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

四 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

五 前条第 1 項各号に掲げる事業を実施する場合には、同項各号に掲げる事業に関する事

項 

２ 市町村は、市町村地域福祉計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、

地域住民等の意見を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるも

のとする。 

３ 市町村は、定期的に、その策定した市町村地域福祉計画について、調査、分析及び評価

を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該市町村地域福祉計画を変更

するものとする。 
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（厚生労働省資料より） 
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３．包括的な支援体制の整備 

（2020改正） 

第 10章 地域福祉の推進 

第 1節 包括的な支援体制の整備 

（地域子育て支援拠点事業等を経営する者の責務） 

第 106条の 2 社会福祉を目的とする事業を経営する者のうち、次に掲げる事業を行うもの

（市町村の委託を受けてこれらの事業を行う者を含む。）は、当該事業を行うに当たり自

らがその解決に資する支援を行うことが困難な地域生活課題を把握したときは、当該地

域生活課題を抱える地域住民の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を勘案

し、支援関係機関による支援の必要性を検討するよう努めるとともに、必要があると認め

るときは、支援関係機関に対し、当該地域生活課題の解決に資する支援を求めるよう努め

なければならない。 

 

（包括的な支援体制の整備） 

第 106条の 3 市町村は、次に掲げる事業の実施その他の各般の措置を通じ、地域住民等及

び支援関係機関による、地域福祉の推進のための相互の協力が円滑に行われ、地域生活課

題の解決に資する支援が包括的に提供される体制を整備するよう努めるものとする。 

一 地域福祉に関する活動への地域住民の参加を促す活動を行う者に対する支援、地域住

民等が相互に交流を図ることができる拠点の整備、地域住民等に対する研修の実施その

他の地域住民等が地域福祉を推進するために必要な環境の整備に関する事業 

二 地域住民等が自ら他の地域住民が抱える地域生活課題に関する相談に応じ、必要な情

報の提供及び助言を行い、必要に応じて、支援関係機関に対し、協力を求めることができ

る体制の整備に関する事業 

三 生活困窮者自立支援法第 3 条第 2 項に規定する生活困窮者自立相談支援事業を行う者

その他の支援関係機関が、地域生活課題を解決するために、相互の有機的な連携の下、そ

の解決に資する支援を一体的かつ計画的に行う体制の整備に関する事業 

２ 厚生労働大臣は、前項各号に掲げる事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため

必要な指針を公表するものとする。 
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◆包括的な支援体制の整備 

 

 

 

 

 

（厚生労働省資料より） 
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◆「地域共生社会」の実現に向けた取り組みに関する補助事業 

 

 

 （厚生労働省資料より） 
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◆2020年 6月 社会福祉法改正 

 

 
（厚生労働省資料より） 
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 （厚生労働省資料より） 
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４．地域福祉計画における生活課題の把握と整理の特徴 

 

（1）これまでの社会福祉におけるニーズ（必要）の判定の問題 

 

 ①ニーズ（必要）の判定には一定の基準が求められるため画一的になり、ニーズに関する

個別的な差異が捨象されてしまうという問題。 

②そのニーズを抱える本人が、ニーズの判定の機会から除外されているという問題。この

ことはパターナリズム（paternalism、温情主義や保護主義などと訳される）の問題や

当事者参加、住民自治の問題とも関連する。 

③また、今日まで福祉がどれほど明確に権利として再定義されてきても、利用者には「福

祉の世話になる」という意識があり、スティグマが払拭されきらないという問題。 

④そのこととも関連して、低所得者の福祉（公的扶助）、高齢者福祉、障害者福祉、児童

福祉といったカテゴリーごとのタテ割の対応が一般的で、すべての住民をカヴァーす

る普遍的な社会サービスとしての制度的総合化が行われていないという問題。 

⑤福祉国家が育んだ文化の逆説として、多くの住民が高齢者や障害をもつ住民への対応

は「役所の仕事だ（It’s the council’ s job）」だと感じるなど、無関心の問題。 

⑥必要の判断という価値判断を伴う極めて論争的な課題に関して、住民がそうした議論

に参加する機会がないという問題。 

 

（2）地域福祉（計画）における生活課題の把握と整理に期待されること 

  ―住民参加で計画策定に取り組むことで、上記の問題がどれだけ克服できたか?!― 

 

①⑥地域福祉計画では、策定委員会や作業委員会、あるいは住民懇談会などの策定に関す

る組織的な活動を住民参加で実施することになり、住民自身が地域における生活課題

（＝充足すべき必要）を明確化し、それを共有化していくことになる。 

それは、住民が日常の生活のなかから感じとっているリアリティのある必要を確認し

ていくという作業でもあり、計画の策定過程に参画している住民自身が自らの生活に

照らして必要を語るということは、個別具体的な観点（＝差異の観点）から必要を提起

することでもある。（結局のところ、議論の過程で地域の解決を必要とする生活課題と

して集約されることになるが…）。 

 ②⑥参加する住民の規模や会議等の頻度、内容などで左右されるものの、こうした過程が

必要の判定を可視的にし、そこに住民自身が参画し、必要に関して議論し、あらたな枠

組みを設定できるということは、パターナリズムの克服や当事者参加、住民自治の観点

から、必要の判定のあり方をいくらかでも改善していける可能性があるといる。 

 ③住民が自らの生活課題を確認しあう過程での必要の把握は、スティグマやレッテルは

りの否定（de-labeling）につながる可能性もある。たとえば、「日中活躍する機会や交

流する機会の確保が必要」という観点から必要を集約すれば、あらたな資源として創ら

れる「日中活動の場」は、孤独で自宅に引きこもりがちな高齢者や働く機会のない障害

をもつ住民、放課後家に帰っても家族がいない子どもなど、さまざまなカテゴリーの住
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民が共に利用する場とすることがでる。こうした例では、高齢者のミニデイサービスや

障害者の作業所という場合に比べて、はるかにラベリングが解消できるといえる。 

 ④住民のリアリティのある生活場面からの課題の提起は、高齢者や障害者といった対象

ごとの分野論や行政施策的なタテ割構造にもとづくものではなく、「地域における住民

の生活」という観点からの提起である、地域の生活課題として「ヨコ」にきっていくよ

うな把握の仕方につながるものである。また、制度的には除外されていたニーズ（必要）

にあらためてスポットがあてられ、あらたな対応策（＝資源）が創出される可能性もあ

る。 

 ⑤こうした地域の課題を検討し解決の方向を探る営みそのものが、「それは役所の仕事だ」

といった無関心を緩和し、「すべての人びとが利害関係当事者として関わるような社会

＝ステイク・ホールディング社会（stake holding society）」、住民が公共社会の一員

として必要に応じて社会に参加できるような社会を目指す契機にもなり得るものであ

る。 

 

（3）ニーズ（必要）の概念について〔松端、2005、Ｐ86〕 

図 ニーズ（必要）概念のイメージ図 

    

                       ①望ましい状態を確定するとい 

                                   う価値判断 

 

 

                              ②欠けているものは何 

かという価値判断 

 

                              ③必要を充足すべき方 

 法に関する価値判断 

 

 

 ニーズ（必要）の判定とは、ある主体にとっての「何らかの望ましい状態」を想定し、

次に「その状態を実現するために欠けているもの」を判断し、さらにはその必要を充

足するための方法」を判断するということ。 

 この場合の価値判断の基準は専門性（あるいは科学）と社会通念（あるいは常識） 

 

◆地域福祉推進計画の課題 

①相談支援体制の充実（包括的・重層的支援体制の構築） 

 

②住民参加による福祉活動の推進～地域づくり・自治の構築 

 

③地域生活上の具体的な解決 

何らかの望ましい状態 

現在の生活状態 

ニーズ（必 要） 


